
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成２1年４月１日現在の人数である。

（３） ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

（４）給与改定の状況
①月例給

　　　　　　　

②特別給

　　　　　　　

3.96

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の
　　支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。
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　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口
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熊本市の給与・定員管理等について

（参考）

　　　　　　Ｂ

区　　分

人事委員会の勧告

B

％円 △485円
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A

円22年度

　　　　　　Ａ
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373,373

22年度

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス
   パイレス比較した平均給与月額である。
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２　一般行政職員給料表の状況（２２年４月１日現在）

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２２年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

※国ベースの平均給与月額は、平均給料に基本となる手当を加算したものであり、時間外勤務手当等、毎月変動する手当を除いたものです。

　　　　②技能労務職

歳 785 人 円 円 円

歳 229 人 円 円 円

歳 200 人 円 円 円

歳 58 人 円 円 円

歳 91 人 円 円 円

歳 5 人 円 円 円

歳 18 人 円 円 円

歳 184 人 円 円 円

歳 425 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 円

歳 円

歳 円

歳 円

ー ー

歳 円

ー ー

※ 民間従業員のデータは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」を基に総務

省が調整し、情報提供されたデータを使用しています。（平成19～21年の3ヵ年平均）

※ 民間従業員データの基礎となる労働者は、①期間を定めずに雇われている労働者、

②１ヶ月を超える期間を定めて雇われている労働者、③日々又は１ヶ月以内の期間を

定めて雇われている労働者のうち、４月及び５月に、それぞれ１８日以上雇用された労働者の

いずれかに該当する労働者（短時間労働者を除く。）をいうが、本市データの基礎となる職員は

民間労働者の①に該当する職員のみであり、②又は③に該当する職員（パート、アルバイト職

員）はデータの基礎から除かれている点で（1）とはデータの基礎が異なります。

※ 「職務区分」と「対応する民間の類似職種」は、年齢、経験年数、業務内容、雇用

形態等の点において完全に一致しているものではありません。
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129,600

229,300

4級

286,000

436,000

3級

214,600

386,400

2



　　　③教育職（高等（特殊・専修・各種）学校教育職）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　④教育職（小・中学校（幼稚園）教育職）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　⑤教育職（その他の教育職）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２１年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

（2) 職員の初任給の状況（平成２２年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２２年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

高　校　卒

平均給料月額

323,771

392,111

401,666

140,100

357,700

318,968

－

区　　　　　分

大　学　卒

一般行政職

高　校　卒

大　学　卒

高　校　卒

消　防　職

大　学　卒

398,597

143,100

-

－

平均給料月額

143,100

174,000

熊　本　市

464,029

466,072

413,500

362,575

－

－

418,600

380,585

平均給与月額

平均給与月額

412,025

397,840

－

424,304

518,092

一般行政職

47.0

区　　分 平 均 年 齢

平均給料月額

387,914

387,200

341,882

熊　本　県 国

-

－

－

－187,016

126,585

135,897

142,299

－

－

消　防　職 大　学　卒

教　育　職

高　校　卒

167,034

44.8

高　校　卒

196,200

327,400

熊本県

熊本県

293,540

大　学　卒

206,400

高　校　卒 213,620

185,800

熊本市

42.9

熊本市

区　　分

類似団体 45.8

平 均 年 齢

45.8

227,262

357,160

-

大　学　卒

技能労務職

中　学　卒

高　校　卒

286,877

-

-

-

-

365,580

-

-

319,245

314,336

経験年数２０年

262,871

平均給与月額

262,778

高　校　卒

172,200

263,690

経験年数１５年

42.4

熊本市

－

熊本県

区　　分

47.3

平 均 年 齢

類似団体

類似団体

－

経験年数１０年

技能労務職

区　　　　分

152,700

-

教　育　職

中　学　卒

-

3



４　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２２年４月１日現在）

（注）１　熊本市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（2) 昇給への勤務成績の反映状況

昇給日（毎年1月1日）前の判定期間における勤務成績の結果を昇給区分に反映する

27.3

８　　級

　　　　　　　　％

68

722

　　　　　　　　人

21 0.8

2.6

　　　　　　　　％

５　　級

主事補、技師補の職務及びこれに相当す
る職務

４　　級

１　　級

２　　級

(1)　困難な業務を行う係長の職務及びこれ
に相当する職務
(2)　困難な業務を行う主任主事、主任技師
の職務及びこれに相当する職務

主事、技師の職務及びこれに相当する職
務

(1)　係長の職務及びこれに相当する職務
(2)　主任主事、主任技師の職務及びこれに
相当する職務

(1)　課長補佐の職務及びこれに相当する
職務
(2)　特に困難な業務を行う係長の職務及び
これに相当する職務
(3)　特に困難な業務を行う主任主事、主任
技師の職務及びこれに相当する職務

３　　級

5.8

　　　　　　　　人
局長の職務及びこれに相当する職務

　　　　　　　　人
部長の職務及びこれに相当する職務

課長の職務及びこれに相当する職務６　　級

区　　分

７　　級

　　　　　　　　人

標準的な職務内容

　　　　　　　　％

154

91

　　　　　　　　％

3.4

13.8

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

職員数

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

366

　　　　　　　　％

構成比

　　　　　　　　人

639

22.1583

24.2

１級 3.4% １級 3.5% １級 2.7%

２級

13.8%
２級

12.5%
２級

10.0%

３級

22.1%
３級

22.4%

３級

29.3%

４級

24.2%
４級

23.5%

４級

23.5%

５級

27.3%
５級

28.1%

５級

22.7%

６級 5.8% ６級 7.0% ６級 5.0%

７級, 2.6% ７級 3.0%
７級 2.7%

８級 0.8% ８級 1.0%
８級 3.2%
９級 0.9%

0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成22年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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５　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（H21年度支給割合） （H21年度支給割合） （H21年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置　有 職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

・役職加算　　　５～２０％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

基準日前における判定期間での勤務成績不良職員については70/100～90/100の成績率を適用し、減額する。

（2) 退職手当（平成２２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2～20%） その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（退職時特別昇給） 無 ２％～２０％加算

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、H21年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

（平成２２年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

47.50 59.28 47.50 59.28

国

33.50 41.34

59.28 59.28

23.50 30.5523.50 30.55

4,272 27,350

59.28

16,174

医師（歯科医師含む）

東京都特別区

1,589 1,666

2.70

1.50

支給実績（H21年度決算）

１人当たり平均支給額（H21年度）

14

59.28

熊　　　　　　　　　　　本　　　　　　　　　　　市

33.50 41.34

・役職加算　　　５～２０％
・管理職加算　１５～２５％

支給対象地域

11

支給職員１人当たり平均支給年額（H21年度決算）

支給率

17 10

支給対象職員数

・役職加算　　　５～２０％
・管理職加算　１５～２５％

１人当たり平均支給額（H21年度）

0.70

2.75

1.50

1.40 1.40

770,198

1.50

1.45

0.70

2.75

0.7

国の制度（支給率）

14

17

―

熊　　　　　本　　　　　県 国熊　　　　　本　　　　　市
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 (4) 特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

放射線技師、看護師 日額　230円

職員 日額　250円

職員 １回につき　660円

環境衛生事業所に勤務する職員 日額　200円

斎場に勤務する職員 日額　800円

動植物園に勤務する職員 日額　500円

浄化対策課に勤務する職員 日額　150円

日額　23０円

職員 日額　200円

職員

職員 日額　400円

土木センターに勤務する職員 日額　300円

日額　800円

日額　400円

日額　780円

日額　800円

日額　600円

日額　280円

　　　｜

　　　｜

　　　｜

手当の名称 主な支給対象職員

109,112

職員全体に占める手当支給職員の割合（H21年度） 29.3

動物愛護センター業務手当

　　　｜

　　　｜

清掃等作業手当

　　　｜

　　　｜

　　　｜

支給実績（H21年度決算）

放射線取扱手当

特別作業手当

感染症作業手当

　　　｜

　　　｜

手当の種類（手当数）

主な支給対象業務

　　　｜

　　　｜

　　　｜

環境工場、扇田環境センター
又は秋津浄化センターに勤務
する職員が清掃作業に直接
従事したとき。

耕地課又は土木センターに勤
務する職員

クリーンセンターに勤務する職
員

公園課、熊本城総合事務所又
は土木センターに勤務する職員

職員が地上又は水面上10メー
トル以上の足場の不安定な箇
所で工事等の検査、調査、指
導若しくは監督等の業務又は
構造物等の点検若しくは補修
作業に直接従事したとき。

環境工場、扇田環境センター又
は秋津浄化センターに勤務する
職員

日額　500円
（夜間　750円）

161,031

１４種（３４手当）

動植物園に勤務する職員が、
飼育作業に直接従事したと
き。

処分犬の処分作業に直接従
事したとき。

左記職員に対する支給単価

浄化対策課に勤務する職員
が浄化槽の検査業務に直接
従事したとき。

支給職員１人当たり平均支給年額（H21年度決算）

動物愛護センターに勤務する職
員

クリーンセンターに勤務する職
員がごみの収集運搬作業に
直接従事したとき

耕地課又は土木センターに勤
務する職員が下水道、用水路
又は道路側溝のしゅんせつ作
業に直接従事したとき。

公園課又は熊本城総合事務
所又は土木センターに勤務す
る職員がごみの収集運搬作業
に直接従事したとき。

動物愛護センターに勤務する職
員

職員が土地の取得等に係る交
渉の業務に直接従事したと
き。

豪雨等異常な自然現象により
重大な災害が発生し、又は発
生する恐れがある状況下にお
いて屋外での災害応急作業、
巡回監視又は災害状況調査
等に直接従事したとき。

保健所又は保健福祉センター
に勤務する職員

土木センターに勤務する職員
が、交通を遮断することなく行
う道路の維持補修作業に直接
従事したとき。

野犬捕獲に直接従事したと
き。

保健所又は保健福祉センター
に勤務する職員が、在宅の結
核患者又は精神病患者等訪
問指導に直接従事したとき。

放射線技師及び看護師が放
射線を人体に照射する作業に
直接従事したとき。

職員が感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関
する法律第６条第２項及び第３
項に定める感染症並びに人事
委員会がこれらに相当すると
認める感染症の患者を入院さ
せる作業に直接従事したとき。

行旅死亡人の収容作業、身元
確認作業若しくは火葬等の立
会作業又は行旅病人の収容
作業、身元確認作業等に直接
従事したとき。

職員が人事委員会の指定す
る有害農薬による病害虫防除
作業に直接従事したとき。

斎場に勤務する職員が火葬
作業に直接従事したとき。
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日額　250円

日額　250円

職員 日額　800円

日額500円

保育園に勤務する保育士 日額150円

日額290円

日額230円

日額　370円

機関員又は消防艇の操船員

消防職員

消防職員 日額2,600円

月額84,000円以下

日額6,400円以内

1時間につき300円

月額7,800円

保護第一課又は保護第二課に
勤務する外勤を主たる職務とす
る職員

福祉業務手当

食肉センター業務手当

　　　｜

　　　｜

　　　｜

市税等事務従事手当

　　　｜

　　　｜

特殊清掃作業手当

１回につき　330円
（深夜においては410円）

その他の職員

　　　｜

入学学力検査問題の作成等
を行ったとき

教育職給料表(1)又は教育職給
料表(2)の1級又は2級の職員

学力検査手当

特別支援教育担当手当
市立幼稚園のことばの教室にお
いて、特別支援教育を担当する
教諭、助教諭又は講師

医療等業務従事手当

消防手当

教員特殊業務手当

医療職員給料表の適用を受け
る職員及び人事委員会規則で
定める職員

市立高等学校、市立総合ビジネ
ス専門学校に勤務する職員

消防職員（機関員又は消防艇
の操船員を除く）

扇田環境センターに勤務する
職員がごみ埋立処理作業に
直接従事したとき。

環境工場及び秋津浄化セン
ターに勤務する職員

保護第一課又は保護第二課
に勤務する職員が福祉関係
法規に基づく調査指導に直接
従事したとき

職員が汚物処理作業（焼却作
業を含む。）又はと畜検査業
務に直接従事したとき。

保育園に勤務する保育士が
保育業務に直接従事したと
き。

消防職員が救助工作車、はし
ご車、救助資機材若しくは消
防艇により救助作業又は訓練
作業に直接従事したとき。

税務部又は富合総合支所税
務課に勤務する職員が、市税
の賦課、調査、徴収又は差押
の事務等に直接従事したとき
及び保険料収納課に勤務す
る職員が保険料の徴収事務に
直接従事したとき。納税課又
は保険料収納課に勤務する
職員

扇田環境センターに勤務する職
員

1当務につき
330円

１回につき　410円
（深夜においては510円）

環境工場に勤務する職員がご
み焼却炉、ごみピット若しくは
汚水槽の内部点検清掃作業
又はクレーン上の点検作業に
直接従事したとき及び秋津浄
化センターに勤務する職員が
投入槽、消化槽又は市が管理
する浄化槽の内部点検清掃
作業に直接従事したとき。

徴税職員又は人事委員会規
則で定める職員が滞納処分の
ため外勤したとき。

市立幼稚園のことばの教室に
おいて、特別支援教育を担当
する教諭、助教諭又は講師に
支給

　　　｜

機関員又は消防艇の操船員
が火災現場、災害現場若しく
は救急現場に出動したとき又
は消防艇の避難若しくは海面
警戒のために出動したとき。

医療職員給料表の適用を受
ける職員及び人事委員会規
則で定める職員

税務部又は富合総合支所税務
課に勤務する職員、保険料収納
課に勤務する職員

特定の業務が心身に著しい負
担を与えると人事委員会が認
める程度に及ぶとき

消防職員が特殊危険物質（サ
リン（メチルホスホノフルオリド
酸イソプロピルをいう。以下こ
の号において同じ。）及びサリ
ン以上の又はサリンに準ずる
強い毒性を有する物質をい
う。）又はその疑いのある物質
の処理作業に直接従事したと
き。

徴税職員,保険料収納課に勤務
し、国民健康保険料、介護保険
料又は後期高齢者医療保険料
の滞納処分に従事する職員。各
総合支所(富合総合支所を除
く。)の市民福祉課又は富合総
合支所の保健福祉課に勤務し、
国民健康保険料、介護保険料
又は後期高齢者医療保険料の
滞納処分に従事する職員。住宅
課に勤務し、市営住宅使用料の
滞納処分に従事する職員。

消防職員（機関員又は消防艇
の操船員を除く。）が火災現
場、災害現場若しくは救急現
場に出動したとき又は消防艇
の避難若しくは海面警戒のた
めに出動したとき。
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（平成２２年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

千円 48,121

133,20717,316 千円

千円687 45,573

481

○月額
306,000円
以内を支給

539,455

370,351

397,492

24,048

○自動車な
どを利用す
る場合の、
使用距離区
分

○持家の場
合
　2,500円を
支給

○俸給及び
扶養手当の
月額の合計
額の25/100
以内を支給
（国の制度）

千円

異なる内容

千円

千円

80

253－

－ 千円

－

市立高等学校の教諭又は
養護教諭のうち職務が困難
であるとして人事委員会の
定めるものの職務を担当す
る教諭又は養護教諭が、業
務に従事したとき　日額200
円

異

－同

異 千円

千円

○職務により
12,000円以
下

5,293

同

異 千円

－

教育業務連絡指導手当

市立高等学校、市立小学
校及び市立総合ビジネス専
門学校に勤務する職員で
校長及び教員との権衡上
必要と認められる範囲内に
おいて月額15,900円以内を
支給

義務教育等教員特別手
当

○職務により10,000円以下

44,547

371

管理職手当

支 給 実 績 （ H20 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ H21 年 度 決 算 ）

異

同

異

異

○役職により給料月額の
19/100以内を支給

通勤手当

住居手当

○配偶者　　13,000円
○その他の扶養家族
　　　　　　　　6,500円
○加算措置
　16歳から22歳までの間に
ある子
　1人につき5,000円加算

扶養手当

国の制度と
手　当　名

国の制度
との異同内容及び支給単価

○休日等に勤務した場合
　　勤務1時間当たりの給与額
に100分の125から100分の150
までの範囲内で支給

○電車・バスなどを利用する場
合
　運賃に応じて55,000円を限度
に支給
○自動車などを利用する場合
　使用距離に応じて3,300円～
23,000円を支給

休日勤務手当

初任給調整手当

夜間勤務手当

管理職特別勤務手当

午後10時から翌日の午前5
時までの間に勤務する場
合、勤務1時間当たりの給
与額の100分の25を支給

○指定するへき地学校等に
勤務する職員
　職員の給料及び扶養手当
の月額の合計額の100分の
4以内

欠員の補充が困難である職
で、新たに採用された医療
職員は、採用の日から35年
以内の期間、月額216,000
円以内を支給

○一般の宿日直　6,400円
○医師の宿日直　22,700円

へき地手当

単身赴任手当

特地勤務手当

○芳野出張所及び金峰山
少年自然の家に勤務する
職員
　給料月額の100分の1を支
給

○一般
4,200円
○医師
20,000円

1,456

1,765,156

2,054,185

407

255,890

同

異

同

87,357

160,848

支給職員１人当たり
平均支給年額

千円 250,766

（H21年度決算）

千円

662,523

宿日直手当

720,818千円

○役職によ
り俸給月額
の25/100以
内を支給
（国の制度）

千円

438,210

2,186,200

178,918

187,871

40,475

276,000

84,490

（H21年度決算）
支給実績

支 給 実 績 （ H21 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ H20 年 度 決 算 ）

官署を異にする異動又は在
勤する官署の移転に伴い、
転居し、やむを得ない事情
により同居していた配偶者と
別居し、単身で生活すること
を常況とする職員

○借家の場合
　家賃の額に応じて27,000
円を限度に支給
○持家の場合　2,500円

9



６　特別職の報酬等の状況（平成２２年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

1,140,000円×在職月数×0.7 万円 　任期ごと

※現市長のみ0.5 ※現市長の手当額

889,000円×在職月数×0.4 万円 　任期ごと

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

555,000

625,000

769,000

3.10

-

1,707

846,000

736,100

（参考）類似団体における最高／最低額

1,140,000

-

747,000

820,000

　　（21年度支給割合）

　　（21年度支給割合）

-

1,214,000

給 料 月 額 等

760,000

987,000

-

区 分

副 市 長

市 長給

料

議 員

副 議 長

市 長

副 市 長

副 議 長

議 員

市 長

議 長

副 市 長

備　　　　考

議 長

889,000

退
職
手
当

期
末
手
当 3.10

676,000

報

酬

-

2,736

704,000 510,000
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７　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　平成21年度は、旧城南町及び旧植木町職員を除いた職員数である。
　　　３　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（平成２２年４月１日現在）

　

(3)職員数の推移
（単位：人・％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数
      ２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

4,9325,014

1,809

6,590 （▲5.3％）

▲ 200 （▲4.0％）

▲ 160 （▲8.7％）

▲ 360

1,768

総合計

628

4,814

1,672

6,486

3,478

627622

過去5年間の増減数
（率）

（　　0.0　％）

▲ 206 （▲22.5％）708

一般行政

教　育

消　防

普通会計計

（　　1.0％）

17年 18年 19年 20年 21年

89.62

6

0

13

人

～ ～

人

817

43歳

4,822

628

816

人 人

874

人

3,447

22年

66.52

64.24

市営バス路線移譲減員

共同調理場委託減員、合併増

合併増
滞納整理業務等委託減員、下水道部門への業務移管

322

0

52歳

363

▲ 39

24

16

▲ 39

0

人

55歳51歳

48歳

合併による業務増、国勢調査業務増

＜参考＞

合併増

合併増、児童相談所開設
合併増

合併増

合併増

対前年
増減数

740

23

平成22年

200
569

780

職 員 数

854
224

平成21年

673
消防部門

626

3,440

792

労　働 3

4,492

計
563

小　計

659

6,822

1,813

829

3,477

774

625

6,846

1,823

4,999

1,832

人

24歳

474

[    6,800   ］

443

3,487

914

3,478

教育部門

一
般
行
政
部
門

総　務

衛　生

公 営 企 業 等 会 計 計

普
通
会
計
部
門

337

3,191

下水道

農林水産
商　工

病　院
水　道

628

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

324

小　計

土　木

議　会

税　務

交　通

民　生

その他

616

23

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

6,690

4,877

31歳

6,123

6,741

867885

人

200

170 194

41

27歳

28歳

～ ～

571

606
3,478

176

754
679

35歳

人

39歳

628

36歳

人

～ ～

32歳

[    6,800   ］

1,672

6,486

1,631

184

695

　　　　　　　　　年　　度

部門別

181

298

285

合　　計

人

区　分

20歳

人

44歳

0

40歳

0

0

0

24
110
14

3
28

170

4,814

74

708

0
287

0

0

▲ 6

35

47歳

～

人員削減

水道部門からの業務移管

＜参考＞

44.74

合併増

60歳56歳

以上

計

59歳

6,485

48.06

＜参考＞

主 な 増 減 理 由

137 165

～

20歳

～

43

79

～

23歳未満

職員数
人

16

747

0

5

10

15

構成比

５年前の構成比

%
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８　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２２年３月３１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２２年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（21年度支給割合） （21年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

役職加算　5～20％ 役職加算　5～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2～20%） その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2～20%）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無 ) （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 )

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

区　　分

3,006,429

　質収支

総費用 純損益又は実

水道事業

Ｂ　

区　　分

千円　

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

める職員給与費比率

％

27.8%

千円

総費用に占める

千円

　　　　　　Ｂ／Ａ

　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A

％

期末・勤勉手当

　　　　　千円

28.7%

20年度の総費用に占職員給与費比率

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

21年度 人

Ａ  

千円 千円

熊 本 市 44.7

332 1,393,853 307,481

事 業 者

562,714

（参考）中核市平均一人当たり

一人当たり給与費

6,673

千円

30.55

1.45

熊本市　（一般行政職）

10,828,452 2,439,102

21年度 　　　　千円 千円　

団 体 平 均 45.6 546,495366,719

基本給

540,518 2,241,852

平均月収額

6,753

363,692

- -

水道事業 熊本市　（一般行政職）

41.34

１人当たり平均支給額（21年度）

1.50 0.7 1.50

１人当たり平均支給額（21年度）

1,646 1,589

2.70 1.45

0.7

23.50 30.55 23.50

33.50 41.34 33.50

29,115 4,272 27,350

59.28

59.28 59.28

389

59.28 59.28

2.70

47.50 59.28 47.50
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ウ　地域手当

（２２年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

左記職員に対する支給単価

7

支給実績（21年度決算） 3,943

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 34,214

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

滞納整理手当 料金収納整理業務担当職員 停水処分業務 処理件数1件につき　210円

滞納整理手当 料金収納整理業務担当職員 停水解除業務 処理件数1件につき　60円

危険手当 設備管理業務担当職員 高圧受電設備の管理・保守作業 日額　250円

危険手当 設備管理業務担当職員 電気設備又は滅菌設備の点検保守作業 日額　190円

取扱件数1件につき　15円

危険手当 水質検査業務担当職員 化学試験 日額　220円

点検手当 転居等清算業務担当職員 転居等清算業務 点検済1件につき　10円

施設管理業務担当職員 豪雨等状況下の巡回監視等 日額　500円

点検手当 使用水量の再検調査業務担当職員 使用水量の再検調査 日額　190円

現金取扱手当 転居等清算業務担当職員 転居等清算業務

日額　300円

特別作業手当 漏水調査業務担当職員 深夜緊急補修作業又は漏水調査作業 日額　500円

現金取扱手当 窓口収受業務担当職員 窓口収受業務 日額　90円

特別作業手当

支 給 実 績 （ 20 年 度 決 算 ）

特別作業手当 管財業務担当職員 土地取得等交渉

支 給 実 績 （ 21 年 度 決 算 ） 114,652

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 21 年 度 決 算 ） 383

清掃等作業手当 下水道施設管理業務担当職員 清掃作業又は汚泥若しくは汚水の運搬作業 日額　780円

81,156

234

下水道のしゅんせつ作業清掃等作業手当 下水道管渠管理業務職員

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 20 年 度 決 算 ）

特殊清掃作業手当 下水道施設管理業務担当職員 投入槽、消化槽の内部点検清掃作業

38.5職員全体に占める手当支給職員の割合（21年度）

手当の種類（手当数）

日額　600円

日額　250円

支給実績（21年度決算） 0

17

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給職員１人当たり平均支給年額（2１年度決算） 0

東京都の特別区に属する地域 17
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カ　その他の手当（２２年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

24,00036

千円 28,127

同 －

支給職員１人当たり

249,175

85,899

55,275 千円

支給実績
平均支給年額

同 －

通勤手当
距離等に応じて５５，０００円
を限度に支給

千円

一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

同 －

733,633

367,998

143,386

（21年度決算）

扶養手当

○配偶者　　13,000円
○その他の扶養家族
　　　　　　　　6,500円
○加算措置
　16歳から22歳までの間に
ある子
　1人につき5,000円加算

住居手当
家賃等に応じて２７，０００円
を限度に支給

管理職手当 同

－

－ 千円

25,089

夜間勤務手当

休日勤務手当

休日に正規の勤務時間中
に勤務することを命ぜられ
た場合勤務1時間当たりの
給与額の100分の135を支
給

同

同

同

正規の勤務時間として午後
10時から翌日の午前5時ま
での間に勤務することを命
ぜられた場合勤務1時間当
たりの給与額の100分の25
を支給

管理職特別勤務手当 ○職務により10,000円以下

4,193

9,659

－

（21年度決算）

－

11,591 千円

34,281 千円

千円

役職により給料月額の
19/100以内を支給

手　当　名 内容及び支給単価

14



　(2)　下水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２１年３月３１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２２年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（21年度支給割合） （21年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

役職加算　5～20％ 役職加算　5～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2～20%） その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2～20%）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無 ) （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 )

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

7,596 6,673

熊本市　（一般行政職）

0.7

41.34

20年度の総費用に占

21年度

下水道事業

30.55

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給

23.50

熊本市　（一般行政職）

363,354 544,269

30.55

44.6団 体 平 均

事 業 者

300,563 1,306,553

47.0 391,664 633,020

める職員給与費比率

231,656

熊 本 市

　　　　　　Ｂ／Ａ

職員数

1,696,778

　質収支

15,345,319 1,016,383

区　　分

172 774,334

21年度

-

　　　　千円 千円　

一人当たり

-

2.70 1.45 2.70

１人当たり平均支給額（21年度）

1,749 1,589

59.28

33.50 41.34 33.50

1.50 0.7 1.50

23.50

59.28 47.50

0 27,909 4,272

千円　 ％

Ｂ　

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

職員給与費比率

Ａ  

％

千円

11.1% 12.3%

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）中核市平均

期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

平均月収額

人 千円 千円 千円　　　　　千円 千円

下水道事業

1.45

１人当たり平均支給額（21年度）

27,350

59.28

59.28 59.28 59.28

47.50
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ウ　地域手当

（２２年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

17

左記職員に対する支給単価

手当の種類（手当数）

滞納整理手当

7

職員全体に占める手当支給職員の割合（21年度） 60.0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

東京都の特別区に属する地域 17

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

支給実績（21年度決算） 13,305

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 159,983

料金収納整理業務担当職員 停水解除業務 処理件数1件につき　60円

滞納整理手当 料金収納整理業務担当職員 停水処分業務 処理件数1件につき　210円

水質検査業務担当職員

危険手当 設備管理業務担当職員 高圧受電設備の管理・保守作業 日額　250円

危険手当 設備管理業務担当職員 電気設備又は滅菌設備の点検保守作業 日額　190円

豪雨等状況下の巡回監視等 日額　500円

土地取得等交渉

転居等清算業務 取扱件数1件につき　15円

化学試験 日額　220円

転居等清算業務 点検済1件につき　10円

日額　250円

清掃等作業手当 下水道管渠管理業務職員 下水道のしゅんせつ作業 日額　600円

窓口収受業務 日額　90円

日額　300円

特別作業手当 施設管理業務担当職員

日額　780円

特別作業手当 漏水調査業務担当職員 深夜緊急補修作業又は漏水調査作業 日額　500円

清掃作業又は汚泥若しくは汚水の運搬作業

投入槽、消化槽の内部点検清掃作業

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 0

支給実績（21年度決算） 0

点検手当 使用水量の再検調査業務担当職員 使用水量の再検調査 日額　190円

点検手当 転居等清算業務担当職員

危険手当

現金取扱手当

特殊清掃作業手当 下水道施設管理業務担当職員

清掃等作業手当 下水道施設管理業務担当職員

特別作業手当 管財業務担当職員

現金取扱手当 窓口収受業務担当職員

転居等清算業務担当職員

16



オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（２２年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

管理職特別勤務手当 ○職務により10,000円以下

宿日直手当

－ 10

千円○一般の宿日直　6,400円

同

同 －

7,224 千円

3,097

86,071

支 給 実 績 （ 20 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 21 年 度 決 算 ） 439

100,977

同

住居手当
家賃等に応じて２７，０００円
を限度に支給

通勤手当
距離等に応じて５５，０００円
を限度に支給

支 給 実 績 （ 21 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 20 年 度 決 算 ） 557

一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績

千円

259,100

13,466 千円

支給職員１人当たり
手　当　名 内容及び支給単価 （21年度決算） 平均支給年額

同

休日勤務手当

休日に正規の勤務時間中
に勤務することを命ぜられ
た場合勤務1時間当たりの
給与額の100分の135を支
給

同 －

（21年度決算）

8,073 千円 625,053

34,136 千円扶養手当

○配偶者　　13,000円
○その他の扶養家族
　　　　　　　　6,500円
○加算措置
　16歳から22歳までの間に
ある子
　1人につき5,000円加算

同 －

同 －

－

－

管理職手当
役職により給料月額の
19/100以内を支給

86,790

144,05219,579

281,459

14,696 千円 366,647

10,000

437,308

千円

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後
10時から翌日の午前5時ま
での間に勤務することを命
ぜられた場合勤務1時間当
たりの給与額の100分の25
を支給

同 －
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　(3)　公営交通事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２１年３月３１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２２年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

（うちバス事業運転手）

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 円

※ 民間従業員のデータは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」を基に総務

省が調整し、情報提供されたデータを使用しています。（平成19～21年の3ヵ年平均）

※ 民間従業員データの基礎となる労働者は、①期間を定めずに雇われている労働者、

②１ヶ月を超える期間を定めて雇われている労働者、③日々又は１ヶ月以内の期間を

定めて雇われている労働者のうち、４月及び５月に、それぞれ１８日以上雇用された労働者の

いずれかに該当する労働者（短時間労働者を除く。）をいうが、本市データの基礎となる職員は

民間労働者の①に該当する職員のみであり、②又は③に該当する職員（パート、アルバイト職

員）はデータの基礎から除かれている点で（1）とはデータの基礎が異なります。

※ 「職務区分」と「対応する民間の類似職種」は、年齢、経験年数、業務内容、雇用

形態等の点において完全に一致しているものではありません。

区分

312,900

団体平均

43.3熊本市

-

職員数

45.7

平均年齢

平　均　年　齢

千円　

熊本県
営業用

バス運転者
49.2

基本給
平均月収額

（Ａ）

交 通 事 業

333,260

343,584

団 体 平 均

事 業 者

区　　分 職員数

　　　　　　Ａ

公務員

45.9

44.9

職員給与費比率

4,303,933

千円

423,533325

職員手当

Ｂ　

給　 料

61 319,772

千円

3,171,280

　質収支

　　　　　　Ｂ／Ａ

％

総費用に占める区　　分

める職員給与費比率

20年度の総費用に占

559,464

総費用

千円　21年度 　　　　千円

純損益又は実

Ａ  

　　計　　Ｂ 一人当たり給与費

533,770

-

2,256,379

　　　　　千円

一人当たり

期末・勤勉手当

平均月収額基本給

510,125

21年度 人 千円

（参考）中核市平均

6,673

　　　　給与費 　　B/A

6,943

千円 千円

1,322,721

　　　　　　区　　分

131 327,140

556,349

％

523,759

530,112

区分
民間

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

73.7% 69.4%

対応する民間
の類似職種

平均年齢
平均月収額

（Ｂ）
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 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（20年度支給割合） （20年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

・加算措置　５～２０％ ・加算措置　５～２０％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（2～20％）その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2～20%）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 )

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

（２２年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

交通事業

熊本市（一般行政職）

東京都の特別区に属する地域

交通事業

1.45

1,514

59.28

支給対象地域

17 0

支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（21年度決算）

17

0

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 0

１人当たり平均支給額（21年度）

2.70 1.45

30.55

2.70

33.50 41.34 33.50 41.34

23.50 30.55

熊本市　（一般行政職）

1,589

1.50 0.7 1.50 0.7

27,350

59.28 59.28

１人当たり平均支給額（21年度）

0 23,166

59.28

4,272

23.50

47.50 59.2847.50 59.28
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エ　特殊勤務手当（２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（２２年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

支 給 実 績 （ 21 年 度 決 算 ）

支給実績（21年度決算）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 21 年 度 決 算 ）

内容及び支給単価

支 給 実 績 （ 20 年 度 決 算 ）

扶養手当

平均支給年額

0

支給職員１人当たり

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 0

職員全体に占める手当支給職員の割合（21年度） 0.0

なし

手当の名称

手当の種類（手当数）

主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

263,839

269,275

799

741

（21年度決算）
一般行政職
の制度との
異同

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 20 年 度 決 算 ）

手　当　名

同じ

住居手当
家賃等に応じて２７，０００円
を限度に支給

同じ

○配偶者　　13,000円
○その他の扶養家族
　　　　　　　　6,500円
○加算措置
　16歳から22歳までの間に
ある子
　1人につき5,000円加算

千円

264,245

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績

40,305 千円 137,834

73,262 千円

（21年度決算）

管理職手当
役職により給料月額の
19/100以内を支給

同じ

通勤手当
距離等に応じて５５，０００円
を限度に支給

同じ

夜間手当

正規の勤務時間として午後
10時から翌日の午前5時ま
での間に勤務することを命
ぜられた場合勤務1時間当
たりの給与額の100分の25
を支給

同じ

休日勤務手当

休日に正規の勤務時間中
に勤務することを命ぜられ
た場合勤務1時間当たりの
給与額の100分の135を支
給

同じ 16,931 千円

6,232 千円

9,410 千円

402,321

39,691

80,751

623,200

24,952
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　(4)　病院事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２２年３月３１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２２年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

（うち医師）

歳 円 円

歳 円 円

（うち看護師）

歳 円 円

歳 円 円

（うち事務職員）

歳 円 円

歳 円 円

平均月収額

団体平均 37.8 289,210 458,998

平均年齢 基本給

団体平均 44.3 345,719 527,590

事務職員 43.9 372,439 577,338

43.6 568,024

489,925290,158

団体平均

527,667医師

基本給

看護師 39.6

平均年齢

45.6

基本給 平均月収額平均年齢

21年度 　　　　千円

14,268,506 133,638 6,777,191

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

％ ％

47.5% 47.5%

職員給与費比率 20年度の総費用に占

総費用 純損益又は実 総費用に占める

　質収支

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円　 千円　

Ａ  

区　　分

区　　分 一人当たり

　　　　　千円 千円

（参考）中核市平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

職員数

6,673

期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A

21年度 人 千円 千円 千円

一人当たり給与費

335,763 617,659

千円

712 2,796,333 1,505,379 1,084,666 5,386,378 7,565

-

団 体 平 均 40.1 329,831 568,963

平　均　年　齢 基本給 平均月収額

熊 本 市 41.3

平均月収額

1,334,341

1,362,558

事 業 者 -

　　　　　　区　　分
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 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（21年度支給割合） （21年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

役職加算　5～20％ 役職加算　5～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2～20%） その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2～20%）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無 ) （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 )

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

（２２年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

1,429 1,589

病院事業 熊本市　（一般行政職）

１人当たり平均支給額（21年度） １人当たり平均支給額（21年度）

2.70 1.45

1.50 0.7 1.50

1.45

0.7

2.70

59.28

病院事業 熊本市　（一般行政職）

23.50 30.55 23.50 30.55

26,584 4,272 27,350

33.50 41.34 33.50 41.34

47.50 59.28 47.50

822,540

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

59.28 59.28 59.28 59.28

3,400

東京都の特別区に属する地域 17 96 17

支給実績（21年度決算） 70,944

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算）
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エ　特殊勤務手当（２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

放射線技師、看護師 日額　230円

職員 日額　250円

１体につき　　　2,500円

職員 日額　200円

職員

月額120,000円以下

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

手当の種類（手当数） 5

放射線取扱手当

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

勤務１回につき
1,620円

市民病院又は産院に勤務する
医療に従事する職員のうち、救
急患者に対処するために自宅
等で待機することを依頼された
職員

市民病院に勤務する医療に
従事する職員のうち管理者が
定める職員が、正規の勤務時
間以外の時間において、勤務
時間帯その他に関し管理者が
定める特別な事情の下で救急
医療等の業務に直接従事した
とき。

日額　500円
（夜間　750円）

豪雨等異常な自然現象により
重大な災害が発生し、又は発
生するおそれがある状況下に
おいて屋外での災害応急作
業、巡回監視又は災害状況調
査等に直接従事したとき。

夜間看護等手当 勤務1回につき　3,300円以内

市民病院に勤務する助産師、
看護師及び准看護師が正規
の勤務時間として深夜(午後10
時から翌日午前5時までの間
をいう。以下同じ。)における看
護業務に直接従事したとき。

医療等業務従事手当
医療職員給料表の適用を受け
る職員及び人事委員会規則で
定める職員

病院事業医療職員給料表の
適用を受ける職員及び管理者
が定める職員

　　　｜

市民病院又は産院に勤務する
助産師、看護師及び准看護師

職員が地上又は水面上10メー
トル以上の足場の不安定な箇
所で工事等の検査、調査、指
導若しくは監督等の業務又は
構造物等の点検若しくは補修
作業に直接従事したとき。

支 給 実 績 （ 21 年 度 決 算 ） 319,326

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 21 年 度 決 算 ） 456

支 給 実 績 （ 20 年 度 決 算 ） 284,181

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 20 年 度 決 算 ） 460

　　　｜

　　　｜

特別作業手当

感染症作業手当

医師、臨床検査技師
市民病院に勤務する医師及
び臨床検査技師が死体解剖
に直接従事したとき。

職員が感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関
する法律第6条第2項及び第3
項に定める感染症並びに管理
者がこれらに相当すると認める
感染症(以下「感染症」という。)
の患者を入院させる作業に直
接従事したとき又は感染症の
患者を入院させるための病棟
において看護業務若しくは汚
染物処理作業に直接従事した
とき。

支給実績（21年度決算） 245,274

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 468,603

32.4

左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（21年度）

放射線技師及び看護師が放
射線を人体に照射する作業に
直接従事したとき。
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カ　その他の手当（２２年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

－

手　当　名 内容及び支給単価
支給実績

家賃等に応じて２７，０００円
を限度に支給

一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

扶養手当

○配偶者　　13,000円
○その他の扶養家族
　　　　　　　　6,500円
○加算措置
　16歳から22歳までの間に
ある子
　1人につき5,000円加算

同 －

同 －

同 －

3,245,893

0 千円 0

千円 415,770

57,049 千円 210,579同 －

5,388 千円 313,864

宿日直手当
○一般の宿日直　6,400円
○医師の宿日直　22,700円

同

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後
10時から翌日の午前5時ま
での間に勤務することを命
ぜられた場合勤務1時間当
たりの給与額の100分の25
を支給

同管理職特別勤務手当 ○職務により10,000円以下

千円

初任給調整手当

欠員の補充が困難である職
で、新たに採用された医療
職員は、採用の日から35年
以内の期間、月額306,000
円以内を支給

異
○月額

206,000円
以内を支給

特地勤務手当
○芳野診療所に勤務する
職員に給料月額の100分の
1を支給

同 -

千円

55,204

-

千円 8,360

66,443 千円

－

784,142

276,712

58,866

165,728

3,683

支給職員１人当たり

32,999

千円 243,193

（21年度決算） 平均支給年額
（21年度決算）

千円休日勤務手当

休日に正規の勤務時間中
に勤務することを命ぜられ
た場合勤務1時間当たりの
給与額の100分の135を支
給

同 － 322,01078,972

同通勤手当
距離等に応じて５５，０００円
を限度に支給

住居手当

管理職手当
役職により給料月額の
19/100以内を支給
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区　分 H17.4.1 H22.4.1
熊本市 100.3 102.2
類似団体平均 99.4 101.0
全国市平均 97.6 98.8

(H17)

100.3

(H17)

99.4

(H22)

101.9

(H22)

101.0

90.0 

95.0 

100.0 
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１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級
平成22年の構成比 3.4% 13.8% 22.1% 24.2% 27.3% 5.8% 2.6% 0.8% 100.0%
１年前の構成比 3.5% 12.5% 22.4% 23.5% 28.1% 6.4% 2.6% 1.0% 100.0%
５年前の構成比 2.7% 10.0% 29.3% 23.5% 22.7% 5.0% 2.7% 3.2% 0.9% 100.0%
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※参考
図－５　職種別、年齢別職員構成（全地方公共団体） ＜グラフデータ＞
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